
1/3  

 

 

○花園大学個人情報の保護に関する規程（平成17年3月8日制定） 

花園大学個人情報の保護に関する規程 

平成17年３月８日 

制定 

  

 改正 平成29年３月29日    

（目的） 

第１条 この規程は、花園大学（以下「本学」という。）が業務上の必要に応じて収集及び保有する

個人情報の取り扱いに関する事項を定め、もって個人情報を適正に保護することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において「個人」とは、次の各号に規定するものをいう。 

(１) 学生等、本学で教育を受けている者 

(２) 受験者等、本学で教育を受けようとした者 

(３) 卒業生等、本学で教育を受けた者 

(４) 本学と雇用関係にある教職員及び雇用関係にあった教職員 

第３条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、本学が業務の必要性に

応じて収集又は作成した次の各号に規定するものをいう。 

(１) 個人が識別される氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、印鑑、性別、経

歴、学生証番号、学業成績、人物評価、科目履修表等個人に属するすべての情報 

(２) 前号の個人に属する情報の一部又は全部が識別されるもので、文書、図面、写真、フィルム、

磁気ディスク等の各種媒体に記録されたすべての情報 

（責務） 

第４条 学長は、この規程及び関係諸法令等の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を

講じなければならない。 

２ 教職員等本学と雇用関係にある者又はあった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに学内の教

職員等も含め他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

（個人情報収集の制限） 

第５条 個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で

収集しなければならない。ただし、思想及び信教に関する個人情報は、いかなる理由があろうとも

これを収集してはならない。 

第６条 個人情報は、適正かつ公正な手段により、本人から収集することを原則とする。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき。 

(２) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の措置を要するとき。 

(３) 法の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき。 

(４) 学長が正当な理由があると認めたとき。 

（個人情報の適正管理） 

第７条 学長は、個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる事項について、必要な措置を講じ

なければならない。 

(１) 個人情報の漏洩及び改ざんの防止 

(２) 個人情報を記録した媒体の紛失、毀損及び破壊等その他の事故防止 

(３) 個人情報の正確性及び最新性の維持 

(４) 業務上不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去 

２ 前項の事務をはじめ、本規程に定める業務を適切に執行するため、個人情報保護管理責任者を置

く。個人情報保護管理責任者は、大学事務局長とする。 

（個人情報の利用・提供制限） 

第８条 本学が保有する個人情報は、その目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、
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次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき。 

(２) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の措置を要するとき。 

(３) 法令に基づき官公庁等から依頼等があったとき。 

２ 前項第２号、第３号による個人情報の利用又は提供に当たっては、必要最小限度の個人情報とし、

当該部署の業務責任者は、その目的及び提供先を原則として事前に個人情報保護管理責任者に届け

出なければならない。 

（個人データの第三者提供） 

第９条 本学が保有する個人データを、あらかじめ本人の同意を得て、同窓会、奨学事業を行う団体

等の第三者に提供するときは、個人情報の保護に必要な次の各号の事項について約定しなければな

らない。 

(１) 提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏

らし、又は盗用してはならないこととされていること。 

(２) 提供先における保管期間等を明確化すること。 

(３) 利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは消去が適切かつ確実に

なされること。 

(４) 提供先における個人データの複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするも

のを除く。）を禁止すること。 

（個人情報に関する業務の学外委託） 

第10条 個人情報に関する業務を学外に委託するときは、個人情報の安全管理に十分な措置を講じて

いる者を委託先とし、個人情報の保護に必要な次の各号の事項について約定しなければならない。 

(１) 委託先において、その従業員に対して当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を

漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。 

(２) 委託契約期間を明記すること。 

(３) 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは消去が適切かつ確実に

なされること。 

(４) 委託先における個人データの加工（委託契約の範囲内のものを除く。）、改ざん等を禁止し、

又は制限すること。 

(５) 委託先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするも

の等委託契約範囲内のものを除く。）を禁止すること。 

(６) 委託先において個人データの漏洩等の事故が発生した場合における委託元への報告義務を課

すこと。 

(７) 委託先において個人データの漏洩等の事故が発生した場合における委託先の責任が明確化さ

れていること。 

（収集の届出） 

第11条 新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報保護管理責任者に

届け出なければならない。 

(１) 個人情報の名称 

(２) 個人情報の利用目的 

(３) 個人情報の収集の対象者 

(４) 個人情報の収集方法 

(５) 個人情報の記録項目 

(６) 個人情報の記録の形態 

２ 前項により届け出た事項を変更又は廃止するときは、業務責任者は、あらかじめこれを個人情報

保護管理責任者に報告しなければならない。 

（自己に関する個人情報の開示） 

第12条 この規程に基づく個人は、大学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することがで

きる。 

２ 開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者はこれを開示しなければならない。ただし、

その個人情報が、個人の選考、評価、判定、学生健康記録その他に関するものであって、本人に知
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らせないことが明らかに適当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しな

いことができる。 

３ 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければならない。 

４ 第１項に規定する請求は、個人情報保護管理責任者に対し、本人であることを明らかにして、「花

園大学保有個人情報開示等請求書」（様式１）を提出することにより行う。 

（個人情報の訂正等） 

第13条 個人情報の開示を受けた者が、個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、「花園大学保

有個人情報開示等請求書」（様式１）により、個人情報保護管理責任者に対し、その訂正又は消去

等を請求することができる。 

２ 個人情報保護管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに調査の上、必要な

措置を講じ、その結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は消去等に応じないとき

は、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 

（不服申し立て） 

第14条 自己の個人情報に関し、前条第２項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者

は、本人であることを明らかにして、学長に対し、申し立てを行うことができる。 

２ 不服の申し立ては、次に掲げる事項を記載した文書を学長に提出することにより行う。 

(１) 不服申し立てを行う者の所属及び氏名 

(２) 不服申し立て事項 

(３) 不服申し立て理由 

(４) その他学長が必要と認めた事項 

３ 学長は、前項の不服申し立てを受けたときは、速やかに審査し、その結果を文書により本人に通

知しなければならない。 

（苦情処理の窓口） 

第15条 本学は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行うため、苦情及び相談を受

け付ける窓口を設け、次のとおりとする。 

(１) 受験生等の苦情・相談は、入試課とする。 

(２) 学生等の苦情相談は、学務課とする。 

(３) 卒業生等の苦情・相談は、総務課とする。 

(４) 教職員等の苦情・相談は、総務課とする。 

（事務処理） 

第16条 この規程の運用に伴う事務は、各部署に関する事項は各部署で処理し、改正等の事務は総務

課が行う。 

（規程の改廃） 

第17条 この規程の改廃は、学長が評議会の意見を聴き、これを行う。 

附 則 

１ この規程は、平成17年４月１日から施行する。 

１ 本規程は、2017（平成29）年４月１日から施行する。 

様式１ 


